
船舶事故調査報告書 

令和７年１０月２２日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故種類 乗揚 

発生日時 令和６年１２月９日 ０９時３５分頃 

発生場所 広島県呉
くれ

市小
こ

情
なさけ

島北西方沖 

 音戸
お ん ど

灯台から真方位１６３°１.７３海里（Ｍ）付近 

（概位 北緯３４°１０.３′ 東経１３２°３２.８′） 

事故の概要 漁船第一飛
ひ

隆
りゅう

丸は、漁船第二飛隆丸を左舷に連結した状態で北進

中、第一飛隆丸が浅所に乗り揚げた。 

事故調査の経過 令和７年１月１６日、主管調査官（広島事務所）を指名 

原因関係者から意見聴取手続実施済 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

Ａ 漁船 第一飛隆丸、９.７トン 

ＨＳ２－１９２６（漁船登録番号）、有限会社作田水産（Ａ社） 

Ｂ 漁船 第二飛隆丸、９.７トン 

   ＨＳ２－１９２７（漁船登録番号）、Ａ社 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ、二級小型 

Ｂ 船長Ｂ、二級小型 

 負傷者 Ａ なし 

Ｂ なし 

 損傷 Ａ 船底外板に破口 

Ｂ なし 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 南南西、風速 約１m/s、視界 良好 

海象：海上 平穏、潮汐 上げ潮の初期、潮高 約９４cm（呉） 

 事故の経過 いわし
．．．

船びき網漁を行う網船であるＡ船とＢ船は、指揮船兼運搬船

（以下「指揮船」という。）と共に呉市倉橋
くらはし

島室
むろ

尾
お

の係船場所を出航

した。 

Ａ船は、船長Ａほか４人が乗り組み、船長Ｂほか２人が乗り組んだ

Ｂ船と共に、倉橋島と呉市情
なさけ

島との間にある奥ノ内と呼ばれる湾で

２そう引きい
．
わし
．．

船びき網漁の１回目の操業を終え、２回目の操業場

所に向かうこととした。 

Ａ船及びＢ船は、えい
．．

網索を巻取り後、船尾に漁網を接続した状態

のまま、Ａ船の左舷とＢ船の右舷を接舷して双方の船首尾の係船柱同

士を合成繊維索で繋
つな

ぎ、両船が連結した状態で航行を開始した。 

（図１ 参照） 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１ Ａ船及びＢ船が２回目の操業場所に向かう際の状況（概要） 

 

Ａ船及びＢ船が連結して航行する際は、船長Ａが、指揮船と操業に

関する連絡や打合せを行い、針路及び速力を決定していたが、各船の

操舵と主機の操縦及び安全の確保は、それぞれの船長が担っていた。 

船長Ａは、Ａ船の操船区画に設置された椅子に腰を掛け、魚群探知

機を起動させて手動操舵によりＡ船の操船に当たり、また、船長Ｂ

は、Ｂ船の操船区画に設置された椅子に腰を掛け、ＧＰＳプロッター

を起動させて手動操舵によりＢ船の操船に当たった。 

船長Ａ及び船長Ｂは、指揮船から指示を受けた２回目の操業場所に

向かう目的で、目視による周囲の見張りと船位の確認を行いながら、

約６ノットの対地速力で両船を北進させた。 

船長Ａは、Ａ船及びＢ船が小情島北西方沖を北進中、下から突き

上げるような衝撃を感じ、両船ともその場で停止したので、Ａ船が浅

所（以下「本件浅所」という。）に乗り揚げたと思った。 

船長Ｂは、Ａ船及びＢ船が停止した際、Ａ船側から衝撃を感じたの

で、Ａ船が何かに乗り揚げたと思い、直ちにＢ船の主機を停止した。 

船長Ａは、Ａ船が動かない状態であったので、自船が乗り揚げたこ

とを確信し、直ちにＡ船の主機を停止した上で船長Ｂに声を掛け、Ａ

船及びＢ船の乗組員に負傷者がいないことを確認し、両船の損傷状況

を確認したところ、Ａ船の船底に破口が生じ、そこから浸水している

ことを認めた。 

船長Ａは、本事故発生を指揮船に連絡し、連絡を受けた指揮船の乗

組員が１１８番通報した。 

Ａ船及びＢ船の乗組員は、Ａ船の排水作業を行い、その後、Ａ船

は、破口が生じた箇所に応急処置が施され、主機を停止状態のままと

し、また、Ｂ船は、主機を前進運転とし、指揮船が連結したままのＡ

船をえい
．．

航して室尾の係船場所に帰航した。 

Ａ船及びＢ船の喫水は、いずれも船首約０.３ｍ、船尾約１.８ｍで

あった。 

Ａ船には、レーダー及びＧＰＳプロッターが搭載されていなかった

 

Ａ船 

Ｂ船 

ネットローラー 

海面に垂れ下がらないように 

巻き上げられた漁網 

（各船に連結している） 

操船区画 



 

  

が、Ｂ船に搭載しているＧＰＳプロッターは、拡大表示にすると本件

浅所を表示できるものであった。 

船長Ａは、奥ノ内中央の海域で操業した経験は幾度もあったが、操

業予定海域である奥ノ内北方海域を航行した経験はなく、小情島北西

方沖の浅所の存在を知らなかった。 

船長Ａは、奥ノ内北方海域には航行の支障となるような浅所は存在

せず、安全に航行できると思い込み、Ｂ船に搭載しているＧＰＳプ

ロッターを用いての水路調査は行わなかった。 

船長Ｂは、Ａ船及びＢ船が連結して航行する際は、船長Ａが、針路

及び速力を決定していたので、自身は、目視による周囲の見張りやＢ

船の乗組員の作業状況を確認し、ＧＰＳプロッターによる船位確認は

行わなかった。 

船長Ｂは、奥ノ内北方海域を航行した経験はなく、航行の支障とな

るような浅所が存在するとは思っていなかった。 

Ａ船及びＢ船の乗組員は、全員が膨張式救命胴衣を着用していた。 

（付図１ 事故発生経過概略図 参照） 

分析  Ａ船は、Ｂ船と連結した状態で小情島北西方沖を北進中、船長Ａ

が、操業予定海域までの水路調査を行っていなかったことから、本件

浅所に接近していることに気付かず、本件浅所に乗り揚げたものと推

定される。 

船長Ａは、奥ノ内北方海域には、航行の支障となるような浅所は存

在せず、安全に航行できると思い込んでいたことから、水路調査を行

わなかったものと推定される。 

船長Ｂは、奥ノ内北方海域に航行の支障となるような浅所が存在す

るとは思っておらず、また、Ａ船及びＢ船が連結して航行する際は、

船長Ａが針路及び速力を決定していたことから、ＧＰＳプロッターに

よる船位の確認を行わなかったものと考えられる。 

原因 本事故は、Ａ船が、Ｂ船と連結した状態で小情島北西方沖を北進

中、船長Ａが、操業予定海域の水路調査を行わなかったため、本件浅

所に気付かず、本件浅所に乗り揚げたものと考えられる。 

再発防止策 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・船長は、不慣れな海域や浅所など険礁域が存在する海域を航行す

る場合、事前に水路調査を行い浅所等の位置を把握し、航行中は

目視に加えてＧＰＳプロッター等を活用して船位の確認を行うこ

と。 



付図１ 事故発生経過概略図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事故発生場所 

（令和６年１２月９日 

０９時３５分頃発生） 

呉市 

ＡＢ船列の航行ルート 

厳島 

（奥ノ内） 

江田島 

音戸灯台 

倉橋島 

広島県 

（奥ノ内） 

１回目の操業場所 

情島 

小情島 


